
別表（第２条関係） 
 

補 助 事 業 名 障害者スポーツ支援団体向けＷＭＧ2021 関西参加促進事業 

 

補 助 事 業 の 目 的 障害者スポーツ支援団体に対して、ＷＭＧ2021 関西大会の関連スポーツ

イベント開催等に関する費用を補助し、同大会への参加を促進する 

補 助 事 業 の 
 

対 象 と な る 者 

障害者スポーツ競技団体（ただし、競技種目はＷＭＧ2021 関西の公式競

技もしくはオープン競技に限る。）、障害者支援団体、障害者スポーツ応援

協定団体 

補 助 事 業 の 
 

対 象 と な る 経 費 

ＷＭＧ2021 関西関連の競技会、イベントの開催・参加等のために必要な

旅費、報償費、需用費、役務費、使用料等経費のうち知事が必要と認める

もの 

補 助 率 定額 

補 助 金 の 額 

補助金の交付額は次により算出するものとする。ただし、補助金の交付

は、予算の範囲内とする。 

（１）次の表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方

の額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と、総事業費から寄附金その他の収入額を

控除した額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。 

基準額 限度額（１件につき 250 千円）を基準額とする。 
 

適 用 除 外 す る 条 項 第 22条第２項 

そ の 他 の 事 項  



別  に  定  め  る  事  項 
 

関 係 条 項 内               容 

第  ３  条  

 （添付書類） 

１ 令和３年度障害者スポーツ支援団体向けＷＭＧ2021関西参加促進事業

補助金所要額調書（別紙１） 

２ 令和３年度障害者スポーツ支援団体向けＷＭＧ2021関西参加促進事業

実施計画書（別紙２） 

３ その他必要と認める書類 

 （指定期日） 

別に定める日 

第 ７ 条  第 １ 項 

 （軽微な経費配分の変更） 

別紙２の区分の経費相互間における少ない方の 20％以内の変更 

 （軽微な事業内容の変更） 

補助事業の目的、効果に影響を及ぼさない範囲で事業の細部を変更する

場合 

 （添付書類） 

第３条に準じる 

 

 （指定期日） 

必要の生じた日から 20日以内 

ただし、令和４年３月 31日を限度とする 

第 ９ 条  第 １ 項 

（報告事項等） 

必要があるときは別途通知する 

第  １ １  条 

 （添付書類） 

１ 令和３年度障害者スポーツ支援団体向けＷＭＧ2021 関西参加促進事

業補助金精算書（別紙３） 
２ 令和３年度障害者スポーツ支援団体向けＷＭＧ2021 関西参加促進事

業実施報告書（別紙４） 
３ その他必要と認める書類 

 （指定期日） 

事業完了の日から起算して 30 日を経過した日、又は令和４年４月 20 日

のいずれか早い日 

第 １ ９ 条  第 １ 項 

 （処分制限期間） 

平成 20 年厚生労働省告示第 384 号「補助事業等により取得し、又は効用

の増加した財産の処分制限期間」に定める期間に準ずる 

 


